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第31回 新潟市景観審議会

議事１ 信濃川沿岸地区の良好な景観形成について

資料１

前回審議会から修正するポイント

修正点③：高さ50ｍを超える建築計画は個別に景観
審議会で審議する手続きを追加

修正点②：建物高さ・建物横幅・緑化の基準を見直
すエリアの修正（エリアを限定）

2

修正点④：高さ50ｍを超える建築計画について，景
観基準を追加(③の手続きで審議)

修正点①：明度の下限値を４階以上は[６],３階以下
は[４]に修正



前回審議会から修正するポイント

修正点③：高さ50ｍを超える建築計画は個別に景観
審議会で審議する手続きを追加

修正点②：建物高さ・建物横幅・緑化の基準を見直
すエリアの修正（エリアを限定）

3

修正点④：高さ50ｍを超える建築計画について，景
観基準を追加(③の手続きで審議)

修正点①：明度の下限値を４階以上は[６],３階以下
は[４]に修正

景観計画案の修正点①：色彩の基準（案）

4

①無彩色は明度６以上，
②茶色系は明度８以上・彩度２以下 又は

明度６以上～８未満・彩度４以下
③その他の色相は明度６以上・彩度１以下

④無彩色か茶系は彩度６以下，それ以外の色相は
彩度２以下（明度は４以上で共通）

※上記①～④以外の色の使用は３階以下の壁面とし，使用面積は当該壁面の５％以下とする
※工作物にいては１０ｍ超は①～③，１０ｍ以下は④とする

３階以下

茶系の例

□：３階以下 □：４階以上 ：現在

３階
以下

○△ビル

茶系以外の例

明
度

9

6

4

1

彩度N 1 2 3 4 6 N 1 2 3 4 6

明度の下限値を４階以上は[６],３階以下は[４]に修正

４階
以上

9

6

4

1



前回審議会から修正するポイント

修正点③：高さ50ｍを超える建築計画は個別に景観
審議会で審議する手続きを追加

修正点②：建物高さ・建物横幅・緑化の基準を見直
すエリアの修正（エリアを限定）

5

修正点④：高さ50ｍを超える建築計画について，景
観基準を追加(③の手続きで審議)

修正点①：明度の下限値を４階以上は[６],３階以下
は[４]に修正

信濃川沿岸地区全体を対象

高さ・横幅・緑化の基準を見直すエリアを再考

前回
提案

都市再生緊急整備地域と
重複する範囲のみ
その他の区域は時期を捉え判断

今回
提案

6

萬代橋

新潟駅

朱鷺メッセ

修正点②：エリアの修正について

※赤色部分の指定容積率は600％又は200％



修正点②：エリアの修正について

7

萬代橋

新潟駅

朱鷺メッセ

令和３年９月，国により「新潟都心地域」が
「都市再生緊急整備地域」に指定
併せて，国が同地域の「地域整備方針」(※)を決定

新潟都心地域

※別添資料「都市再生緊急整備地域 新潟都心地域 地域整備方針」を参照

・都市再生の拠点として，都市開発事業等を通じて，
緊急的かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域

・民間開発について建築制限の規制緩和や金融支援，
税制支援等の特例の活用が可能

8

都市再生緊急整備地域とは

修正点②：エリアの修正について

官民協働により都心エリアのまちづくりを推進



9

賑わい

オープンカフェの設置

空地・緑化

オープンスペースの設置
緑化

水辺・みなと

水辺と繋がる
立体歩道の整備

次世代技術

ドローンを活用した
先進的な取組み

オフィス

高機能オフィスの整備

都市再生緊急整備地域で誘導する開発イメージ

景観

洗練されたデザイン

修正点②：エリアの修正について

優良な開発を促進

※詳しくは，別添資料「新潟都心地域 開発ガイドライン 概要版」を参照

前回審議会から修正するポイント

修正点③：高さ50ｍを超える建築計画は個別に景観
審議会で審議する手続きを追加

修正点②：建物高さ・建物横幅・緑化の基準を見直
すエリアの修正（エリアを限定）

10

修正点④：高さ50ｍを超える建築計画について，景
観基準を追加(③の手続きで審議)

修正点①：明度の下限値を４階以上は[６],３階以下
は[４]に修正



修正点③：景観審議会による審議

11

高さ50ｍを超える建築計画は，良好な景観形成に資す
るものであるか「景観審議会」に意見を聴いて市長が
適否を判断

・高さ50ｍを超える場合の景観基準を新たに追加（後
述）し，その基準を基に審議を行う。

・個別の建築計画について，シミュレーション等によ
る審議が可能。

・地域整備方針等への整合や都市再生への貢献等，優
良な建築計画であるか，市が事前に審査を行う。

前回審議会から修正するポイント

修正点③：高さ50ｍを超える建築計画は個別に景観
審議会で審議する手続きを追加

修正点②：建物高さ・建物横幅・緑化の基準を見直
すエリアの修正（エリアを限定）

12

修正点④：高さ50ｍを超える建築計画について，景
観基準を追加(③の手続きで審議)

修正点①：明度の下限値を４階以上は[６],３階以下
は[４]に修正



修正点④：景観基準の追加
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高さ50ｍを超える建築計画について，
景観基準を追加し，景観審議会で総合的に審議

「建物横幅・緑化・高さ」の基準

デザインなどに関する定性的な基準
資料２を参照

現状 50ｍを超える場合

建物横幅と高さの考え方（関係性）

14

道路

やすらぎ堤

信濃川

建物容積を一定として
「建物横幅と高さ」の
関係から高さを算定

敷地横幅（b）

建物横幅(a)

建物横幅(a)

敷地横幅（b）

高さ

高さ

建物高さは「敷地横幅に対する建物横幅の割合」との
関係性から算出した数値を目安とする



高さ150m

緑化率：
35％

高さ50m

緑化率：－

都市再生緊急整備地域内の建物幅•高さ•緑化

15

幅との関係性から算出した高さ・緑化率を設定

高さ75m

緑化率：
20％

高さ100m

緑化率：
25％

※高さ、緑化率は、建物幅に応じ「65m・18％」「85m・22%」等と傾斜も考慮

イラストはイメージ

・オープンスペースを設けるよう努める。

18

建物の配置

建物の意匠

・萬代橋と調和するデザインにする等，配慮する。
・ランドマークとなるようなデザインとするよう努める。
・信濃川に建物の表側を見せるよう努める。
・色彩，素材等による分節化等，圧迫感の軽減に努める。
・低層部等はガラス等，内部が見えるような素材を多用する
よう努める。

修正点④：景観基準の追加



・信濃川の水面への灯りの反射など，上質な夜間景観となる
よう照明設備を設けるよう努める。

19

照明

緑化

・ボリュームのある緑となるよう，屋上や壁面の緑化，高木
の植栽等に努める。

屋外広告物

・開放感と調和するようなデザインとするよう努める。

修正点④：景観基準の追加

信濃川沿岸地区の建築計画の手続きフロー

20

50ｍ以下の建築計画

景観法届出

景観アドバイザー

建築計画案の修正

着工

50ｍ超の建築計画

事前相談

市での
事前審査

新潟市景観
アドバイザー等

景観審議会

景観法届出（以下，50ｍ以下と同じ）

市長

計画案の
再検討

50ｍ以下で
再検討

認めない認める



信濃川沿岸地区の建築計画の手続きフロー
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50ｍ以下の建築計画

景観法届出

景観アドバイザー

建築計画案の修正

着工

50ｍ超の建築計画

事前相談

市での
事前審査

新潟市景観
アドバイザー等

景観審議会

景観法届出（以下，50ｍ以下と同じ）

市長

計画案の
再検討

50ｍ以下で
再検討

認めない認める

景観基準に照らし，良好な景観形
成に資する建築物であるか，新潟
市景観アドバイザー等（建築，色
彩，造園，広告等の有識者）にご
意見を伺う
（適宜，建築計画案を修正）

信濃川沿岸地区の建築計画の手続きフロー

22

50ｍ以下の建築計画

景観法届出

景観アドバイザー

建築計画案の修正

着工

50ｍ以下で
再検討

50ｍ超の建築計画

事前相談

市での
事前審査

新潟市景観
アドバイザー等

景観審議会

景観法届出（以下，50ｍ以下と同じ）

市長

計画案の
再検討

50ｍ以下で
再検討

認めない
認める

地域整備方針等との整合，都市再
生への貢献等，優良な開発である
か市で審査
（適宜，建築計画案を修正）



信濃川沿岸地区の建築計画の手続きフロー
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50ｍ以下の建築計画

景観法届出

景観アドバイザー

建築計画案の修正

着工

50ｍ超の建築計画

事前相談

市での
事前審査

新潟市景観
アドバイザー等

景観審議会

景観法届出（以下，50ｍ以下と同じ）

市長

計画案の
再検討

50ｍ以下で
再検討

認めない認める

景観基準に照らし，良好な景観形
成に資する建築物であるか総合的
に審議

信濃川沿岸地区の建築計画の手続きフロー

24

50ｍ以下の建築計画

景観法届出

景観アドバイザー

建築計画案の修正

着工

50ｍ超の建築計画

事前相談

市での
事前審査

新潟市景観
アドバイザー等

景観審議会

景観法届出（以下，50ｍ以下と同じ）

市長

計画案の
再検討

50ｍ以下で
再検討

認めない認める



信濃川沿岸地区の景観計画変更案（まとめ）
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信濃川沿岸地区全域（全ての建築物・工作物・屋外広告物）

・色彩，屋外広告物の規制を強化
・建物高さは50ｍ以下（ただし横幅に長い建物を

避ける枠組みとして，下記の場合は50ｍを超え
ることが可能）

都市再生緊急整備地域（新潟都心地域）

個別の建築計画ごとに，下記景観基準について，
景観審議会で審議し市長が認める場合

・建物横幅・緑化・高さの基準
・配置，意匠，夜景，広告物等の定性的な基準

信濃川沿岸地区の今後の流れ

パブリックコメント ・・広く市民から意見を募集

・・景観計画の改正案について
意見聴取

都市計画審議会

景観計画 施行

（今回）景観審議会 ・・景観計画の改正案について
意見聴取

（必要に応じ）景観審議会 ・・景観計画の改正案について
意見聴取

26

景観審議会（諮問） ・・景観計画の改正案について
諮問・答申



 

信濃川沿岸地区における高さ 50ｍを超える建築物の景観基準（案） 

対象事項 景観基準（案） 
建 

築 

物 

配 置 ●人々の交流を促すためのオープンスペースを設けるよう努めること。 

意 匠 

●萬代橋と調和する意匠とする等の配慮をすること。 

●萬代橋と一体となってランドマークとなるようなデザインとするよう努める

こと。 

●信濃川側に建築物の表側を見せるよう努めること。 

●形態，色彩，素材等による分節化，その他の手法により圧迫感の軽減に努める

こと。 

●建築物内部の活動が外部から望める空間とするため，１・２階やテラス等の壁

面は，ガラス等，透明な材料を多用するよう努めること。 

高さ 

●建設しようとする建築物の高さの上限は，信濃川に面する敷地境界の長さに

対する壁面長さの割合，緑化率その他の景観基準について当該建築物が良好

な景観形成に資するものであるか，景観審議会の意見を聴いて市長が認める

高さ（次に掲げる算式により算定したものを目安）とする。 

y＝50/x ただし，x＝a/b とする 

 a：建築物の信濃川に面する高さ 10ｍ以上の部分の壁面長さ 

 b：信濃川に面する敷地境界の長さ 

 x：信濃川に面する敷地境界の長さに対する壁面長さの割合 

 y：目安とする建築物高さ 

●高さは周辺の建築物の高さを考慮するよう努めること。 

設 備 
●信濃川の水面に灯りが反射すること等により，上質な夜間景観を形成するよ

う，適切な照明設備を設けるよう努めること。 

外構及 
び植栽 

●対岸から見てやすらぎ堤と一体となって，ボリュームのある緑を感じること

ができるよう，屋上や壁面の緑化や高木の植栽に努めること。 

●敷地面積に対する緑地の割合（緑化率）は次に掲げる算式により算定したもの

を標準とする。 

 G=y/500+0.05 

  G：緑化率 

  y：建築物高さ 

屋
外
広
告 

全種類

の広告

物 
●開放的な景観に調和するような色彩，意匠とするよう努めること。 

 

資料２ 



都市再生緊急整備地域　新潟都心地域

裏面あり












